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１ 目 的 

  ウクライナ各地で激化している戦闘により、深刻な人道危機に直面している紛争犠

牲者を支援するため、救援金の受付をします。受付した救援金は、日本赤十字社神奈

川県支部を経由し、国際赤十字を通じて赤十字事業の救援活動に使われます。 

 

２ 内 容 

［ 救援金名 ］ 

   ウクライナ人道危機救援金 

［ 受付期間 ］ 

   令和４年３月２２日（火）から令和４年５月３１日（火）まで 

   ※各所の開庁時間、各施設の営業時間内で受付します。 

 ［ 受付方法 ］ 

  （１）募金箱による受付 

以下の１４箇所で行います。 

・ 福祉課            ・ 郷土資料館 

・ 温泉出張所          ・ 社会教育センター 

・ 宮城野出張所         ・ 箱根関所 

・ 仙石原出張所         ・ 箱根ジオミュージアム 

・ 箱根出張所          ・ 森のふれあい館 

・ 総務防災課町民係       ・ 箱根湿生花園 

・ 総合保健福祉センターさくら館 ・ 老人福祉センターやまなみ荘 

 

（２）窓口による受付 

高額の救援金や、領収証を必要とする場合は、以下の５箇所で行います。 

・ 福祉課            

・ 温泉出張所          

・ 宮城野出張所         

・ 仙石原出張所         

・ 箱根出張所 

  

３ その他 

   町ホームページにおいても周知します。 

 

「ウクライナ人道危機救援金」受付の実施について 


